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令和元年美郷町議会第４回定例会議事日程 

 （第 １ 号） 

 

令和元年１２月３日（火） 午後１時 開会  
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１ 会議録署名議員の指名 
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議案第７８号 令和元年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第２号） 
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議案第８０号 財産の取得について 
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（開  会  午 後 １時００分） 

●佐竹議長 

 全議員出席であります。 

ただ今から令和元年美郷町議会第４回定例会を開会いたします。 

本日の議事日程は予めお手元に配布してあるとおりです。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則１２７条の規

定により、６番・藤原議員、７番・岩根議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日３日から１１日までの９日間といたしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●佐竹議長 

 ご異議なしと認め、本定例会の会期は本日から１１日までの９日間とすることに決しま

した。 

日程第３、行政報告を行います。町長から行政報告の申し出がありましたので、これを受

けたいと思います。 

●佐竹議長 

 番外、町長。 

●嘉戸町長 

 それでは議長のお許しをいただきましたので、３点報告いたします。１点目は、美郷町と

兵庫県丹波篠山市との鳥獣害対策等に関する協定の締結についてです。６月１９日に兵庫

県丹波篠山市に拠点をおくＮＰＯ法人里地里山問題研究所と、山くじらブランドの包括的

連携協定を締結したところですが、その拠点のある丹波篠山市と鳥獣害対策地域活性化に

関する協定を締結する運びとなりました。丹波篠山市は、人口４万１０００人の市で、里地

里山問題研究所と連携した住民主体の獣害対策や、地域活性化に取り組んでおられます。ま

た民謡の「デカンショ節」が日本遺産に認定されている自治体であり、大豆、イノシシ肉な

どの地域ブランド力が強い農都として全国的に知名度も高い自治体です。９月２０日には、

丹波篠山市の酒井隆明市長と里地里山問題研究所・鈴木克哉代表理事が美郷町に来られて、

私と懇談さしていただきました。多様な人材の参画による新しい価値観を共創し、地域を元

気にしていこうという思いで一致いたしました。そして、１０月の山くじらフォーラムに職

員派遣をされるなど、協定締結に向けて準備をしてまいりました。今月１５日に、丹波篠山

市で開催される第２回獣害フォーラムへ私と山くじらブランド推進課が出席し、鳥獣害対

策や地域活性化へ関係人口の拡大などを目的とする協定を締結いたします。また、美郷町の

取り組みの基調講演も行う予定です。これで、自治体との連携協定は、三重県津市に続き、

２件目になります。歴史と文化そして鳥獣害対策の実績もある丹波篠山市との協定によっ
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て、新たな人脈や情報が集まることが大いに期待ができ、美郷バレー構想の発展につなげて

いきたいと考えています。 

２点目に、中学生議会の実施について申し上げます。昨年度に続き、今年度も、中学生議

会を行います。開催日は１月２４日で、今回は大和中学校と邑智中学校の合同参加を予定し

ています。今年２月の初の中学生議会では、邑智中学校３年生が参加して実施しました。そ

の際は、議事進行も生徒さんが行われ、よく考えられた前向きな提案、町の状況をよく調べ

られた質疑をいただき、活発な議論になりました。また、生徒の皆さんの美郷町の活性化へ

の思いも大変感じることができました。今回も活発で前向きな議論や、生徒の皆さんが、美

郷町の知識や思いを深める場になることを期待しています。 

３点目の工事等の発注状況につきましては９月から１１月までの一覧をタブレットに配

信しておりますので、ご覧いただきますようお願いいたします。 

●佐竹議長 

 町長の行政報告が終わりました。 

日程第４、陳情の委員会付託を議題といたします。 

本定例会までに受理しております陳情は、お手元に配布してある文書表のとおりであり

ます。会議規則第９５条の規定により、陳情第１号は産業建設委員会へ付託をいたします。

審査調査をお願いいたします。日程第５、議案の上程および説明を議題といたします。本定

例会に提案を受けております議案は、条例案１件、予算案６件、一般事件案２件の計９件で

あります。議案第７３号から議案第８１号までの９議案を一括上程いたします。はじめに議

案第７３号の条例案について、提案理由の説明を求めます。 

●佐竹議長 

 総務課長。 

●木川総務課長 

 上程いただきました議案第７３号について、ご説明いたします。この条例は２つの理由に

より、関係条例を改正するものです。１つ目は、令和元年の人事院勧告、この勧告による一

般職の職員の給与に関する法律等の一部改正等を踏まえ、職員の給与について所要の改正

を行うもので概要としましては、給料表を約０．１２％改定し、勤勉手当を０．０５月引き

上げるものでございます。２つ目は、成年被後見人等の権利の制限にかかる措置の適正化等

を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部改正に伴って、関係

条項を整理するものでございます。この条例は５条構成で、それぞれ各条例を改正するもの

でございます。１つ目の改正理由によりまして、第１条で、美郷町職員の給与に関する条例

を改正し、令和元年度の給与を定め、第２条で、同じく美郷町職員の給与に関する条例を改

正し、令和２年４月以降の給与の支給方式を定め、第３条で美郷町一般職の任期付職員の採

用等に関する条例を改正いたします。２つ目の改正理由によりまして、第４条で、美郷町職

員の給与に関する条例を改正し、第５条で、美郷町職員の分限に関する手続及び効果に関す

る条例を改正いたします。まず第１条から第３条による改正について、説明いたします。こ



-7- 

 

れらの改正は、提案理由のうち人事院勧告等を踏まえた内容でございます。新旧対照表の１

ページをご覧ください。第１条の美郷町職員の給与に関する条例の改正について説明いた

します。第１９条第２項第１号で、１２月に支給する勤勉手当の支給割合を０．０５月分改

定するため１００分の９２．５を１００分の９７．５といたします。別表第１は行政職の給

料表を改正します。改定率は約０．１２％。若年層に係る部分を改定し、初任給で２０００

円、若手層で１５００円程度の改定となります。７ページをご覧ください。別表第２では、

医療職の給料表を改正します。第２条の美郷町職員の給与に関する条例の一部改正につい

て説明いたします。１２ページをお願いします。この改正では、令和２年度以降の勤勉手当

の６月と１２月の支給割合を均等にするものでございます。第１９条第２項第１号では、先

ほどの改正で１００分の９７．５としたものを１００分の９５といたします。第３条の美郷

町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について説明いたします。１３ペ

ージをお願いします。第７条で定める特定任期付職員の給料表について改定するもので、第

１号級の改定になります。続いて、第４条と第５条による改正についてご説明いたします。

これらの改正は、提案理由のうち、成年被後見人等の権利制限の措置の適正化関係の整備法

により改正された地方公務員法を踏まえた内容でございます。この法改正は、成年被後見人

等が職員となり、採用試験を受けることができないとする地方公務員法第１６条第１号の

欠格条項と、成年被後見人等になった場合は失職するという、第２８条の規定を削除された

ものです。この条例改正では、この法改正を踏まえ関係条項を整理いたします。新旧対照表

の１４ページをご覧ください。第４条の美郷町職員の給与に関する条例の改正について説

明いたします。第１８条第１項で、削除された地方公務員法第１６条第１号と、法第２８条

第４項を引用している規定を削り、第４項で削った規定と関連する規定を削ります。第１８

条の２で、先ほどと同じく法第１６条第１項を引用している規定を削ります。１５ページを

お願いします。第１９条第１項と、第２項の改正は、先ほどの第１８条の第１項と第２項の

改正と同様でございます。１６ページをお願いします。第２３条第６項の改正も第１８条の

改正と同様でございます。１７ページをお願いします。第５条の美郷町職員の分限に関する

手続及び効果に関する条例の一部改正について、説明いたします。第５条第１項では、法第

１６条第１号が削られたことによる条項ずれに対応するため引用条項を改めます。議案の

方に戻っていただきまして、１１ページ、１２ページをお願いします。これらの附則では、

先ほど説明申し上げました規定の施行日等を定めております。第１項と第２項について説

明申し上げます。第１項は施行日を定め、第１条と第３条の規定は公布の日から、第２条の

規定は令和２年４月１日から、第４条と第５条の規定は、地方公務員法の法改正施行日であ

る１２月１４日からといたします。第２項は適用日を定め、第１条の改正のうち別表第１と

別表第３の給料表、第３条の改正は平成３１年４月１日から、第１条の改正のうち第１９条

第２項第１号の勤勉手当は１２月１日から適用いたします。第３項から第６項は、給料表を

改訂する場合に定める措置等でございます。第３項は給料表改定前に支払われた給料は、内

払であること。第４項と第５項は給料表の改定に伴い、職員間の均衡に支障があるような場
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合に必要な調整等を行うこと。第６項は規則への委任を定めております。以上で議案第７３

号の説明を終わります。ご審議のほどお願いいたします。 

●佐竹議長 

 ここで訂正をさせていただきます。 

日程第４の陳情委員会付託の件でございますが、これは陳情第２号を産業建設委員会へ

付託しますので、審査調査をお願いします。以上でございます。 

それではどうぞ、次、続けてください。 

●佐竹議長 

 番外、会計課長。 

●井上会計課長 

 それでは、上程をいたしました議案第７４号、令和元年美郷町一般会計補正予算第４号に

ついて、ご説明を申し上げます。補正４号は、歳入歳出予算の補正は歳入歳出それぞれ５９

７９万５０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８４億６９３５万３

０００円といたします。先に歳出の明細内訳についてですが、１００万円を超える主な案件

について、ご説明差し上げます。では、事項別明細書の１３ページの方をお願いいたします。

１３ページ、款２総務費、項１総務管理費、目５財産管理費でございます。説明欄００２に

ございます庁舎管理費、消耗品１１０万円を掲げております。こちらにつきましては、この

度、プリンターの集中管理による消耗品を一元化したことによる増でございます。その下目

６企画費です。説明覧では、００３公共交通対策費です。測量設計費委託費を１００万円増

額、工事請負費を１００万円減額をいたします。これはこの度、公衆用トイレの設置計画に

伴う設計費用の計上でございます。工事費からの組み替えということになります。２つ下が

りまして、目１２電子計算費でございます。００３みさと光ネット運営費、リース料が１１

９万７０００円減額をしておりますが、リース期間の終了によるものの減でございます。機

械機器は、地デジ再送信の映像装置がリース物件でございました。少し飛びまして、１７ペ

ージをお願いします。款３民生費、項１社会福祉費、目４老人福祉費でございます。説明欄

００３老人措置費でございます。法律の規定による扶助でございまして、施設入所者見込み

増による４３０万円の増額計上でございます。続いて１８ページをお願いいたします。下段、

款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費でございます。説明欄００２保健対策費、

２段目にあります事務業務委託料、こちら食生活改善事業の終了による１２６万３０００

円の減額でございます。続いて、同じ目１保健衛生費、１９ページをお願いします。説明欄

００５簡易給水施設費でございます。測量設計委託費４２万２０００円減額。工事請負費３

６１万円減額でございます。これは本年度予定をしておりました県道改修、川本波多の県道

改修に伴います市井原線の水道施設が今年度実行できないことから、補償移転移設が延期

になったためによる減額でございます。その下、もう１つ、一段飛びまして、目４診療費で

ございます。説明欄００１診療費、他会計繰出金です。こちらは国保診療会計の繰り越しで

す。詳細はですね、特別会計での説明とさせていただきます。１３３万５０００円の増額で
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ございます。続きまして２０ページをお願いします。款６農林水産費、項１農業費、目３農

業振興費でございます。説明欄０１９多面的機能支払交付金事業です。１３５万５０００円

の減額でございます。取り組みの組織が縮減をしたことによる減額補正でございます。従来

は２８組織ございましたものが、２４組織になったということです。続いて、その下２１ペ

ージをお願いします。０２３環境保全型農業直接支援対策事業でございます。交付金１２９

万１０００円増額でございます。これは、この取り組みの農業地の面積の増によるものでご

ざいます。その下、目４畜産業費、説明欄００１畜産振興費補助金１８６万５０００円の増

額でございます。こちらは、畜産の振興に係る繁殖牛並びに生産施設に対する補助金でござ

いまして、繁殖牛につきましては、１頭８万円で１０頭の計上８０万円、また生産施設につ

きましては１０６万５０００円、合わせて１８６万５０００円の増額計上でございます。そ

の下、目６農地費、説明欄ですが、００６農業集落排水事業費他会計繰出金、こちらは下水

道会計への繰出金１０７万３０００円でございます。２２ページをお願いします。款６農業

水産費、項２林業費、目２林業振興費でございます。説明欄００１林業振興費、報償金こち

ら１７４万６０００円増額をしておりまして捕獲奨励金の見込増でございます。イノシシ

につきましては１９１頭、猿については２０頭を、今後の見込みとして計上させていただい

ております。下段、款７商工費、項１商工費、目１商工総務費でございます。説明欄００１

商工総務費、最下段にあります事務業務委託料４００万円の減額でございます。こちらは、

中山間地等専門系事務職場誘致促進事業の取り止めによる皆減でございます。２３ページ

をお願いします。款８土木費、項２土木橋梁費、２段目、目３道路新設改良費でございます。

説明欄００１道路新設改良費、全体額は２２８３万９０００円の減額でございます。主に手

数料、測量設計等委託、工事請負費、土地購入費等が増減をしとります。内訳につきまして

は、それぞれの路線につきまして、久保線が９６万３０００円増額。大和小学校線が８００

万１０００円の増額。都賀西都賀行線、こちらが１００万円の増額。田水線が４４９万９０

００円の減額。町中線が５０万円の減額。奥山線が３７００万円の減額。これが主な要因で

ございます。その下、目４橋梁維持費です。説明欄００１橋梁維持費、こちらも３９９９万

９０００円減額をしております。社会資本整備総合交付金の交付額に変動した事業量の縮

減でございます。次ページ、２４ページをお願いします。中段、款８土木費、項５都市計画

費、目４公共下水道費、説明欄００１公共下水道費でございます。こちらは５１６万１００

０円の繰出金の減額でございます。２５ページをお願いします。中段、款９消防費、項１消

防費、目２非常消防費でございます。説明欄００１非常消防費、報償金こちらこの度消防団

員の退職に伴います退職金の増２７０万３０００円を計上しております。その下、機械器具

費２４４万減額でございます。これは小型ポンプ積載車のですね、入札減に伴う減額でござ

います。続いて、目５災害対策費でございます。説明欄００１災害対策費、こちらの方は目

内では変動ござませんが、工事請負費を１１００万減額をいたしまして、土地購入費９５０

万並びに補償費１５０万を計上しております。太陽光パネルの設置事業の事業配分での変

更と新たな設備の設置のための土地購入費ということでございます。１ページ飛びまして
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２７ページをお願いします。下段、款１０教育費、項３中学校費、目１学校管理費でござい

ます。説明欄００１学校管理費、下から１段目にあります使用料１００万円の減額でござい

ます。これ中学校の部活動の遠征に係るバス借上料の減に伴うものでございます。歳出は以

上でございます。続いて、歳入の方をご説明します。９ページの方をお願いします。款１４

国庫支出金、項２国庫補助金、目３土木費国庫補助金です。社会資本整備総合交付金１８５

７万４０００円の減額でございます。新設改良、橋梁長寿命化事業等の交付決定額確定によ

る減額。主な要因につきましては、先ほど歳出の方で説明をさせていただきました。１０ペ

ージをお願いします。款１５県支出金、項２県補助金、目４農林水産費県補助金。説明欄２

段目にございます環境に優しい農業実践支援事業費補助金でございます。これにつきまし

ては、事業の取り止めによる減、１６５万２０００円を減額をいたしております。その説明

欄の一番下ですね、多目的機能支払交付金、こちら取り組み組織の減によるものでございま

して、１１８万４０００円の減額をしております。同じく、その一段下、目８商工費補助金

でございます。中山間地域等専門系事務職場誘致促進事業補助金、これも事業の皆減により

まして２００万を減額をしております。その最下段、款１８繰入金、項２基金繰入金、１、

財政調整基金繰入金でございます。この度、補正予算編成でですね、一般財源不足による繰

り入れでございます。主な要因としましては、先ほどお話しました国民健康保険診療所特別

会計への繰り入れ１３３万５０００円。そして簡易水道関係の繰出金２８８万４０００円。

そして下水道会計の繰出金１０７万３０００円。そして人件費に係る補正、これが２２４万

４０００円。概ねこちらがですね、一般財源を伴う増額ということで、９００万円の基金を

繰り入れて補正をさしていただいております。１１ページをお願いします。中段、款２０諸

収入、項７雑入、目５雑入でございます。中段にあります４衛生費雑入、説明欄、一番最下

欄にあります簡易水道施設移転補償費。こちら先ほど市井原の施設移転がですね、翌年度に

見送ったために、歳入の方も４０３万２０００円の減額を計上しております。その下、款２

１町債、項１町債、目５土木債でございます。過疎対策事業債、こちら５０４０万円減額を

しております。複数の起債対象事業の縮減に伴うものでございます。その下、６消防債、説

明欄、緊急防災減災事業債、小型ポンプ積載車の執行額が確定したことによる減額。２５０

万を減額をしております。歳入については以上でございます。最後に第２表地方債の補正で

ございます。５ページの方をお願いします。この度補正に合わせまして、限度額の方は補正

をしとりますが、起債の方法、利率、償還の方法については変更ございません。補正につき

ましては、中ほどにあります道路整備事業債、限度額２億３５６０万のものを１億８９９０

万減額にしまして、４５７０万を減額をしております。そこから４つ下がりまして、防災対

策事業債、こちら２億２６５０万を２億２４４０万、２５０万減額をしております。小型消

防積載車の補助による起債のものでございます。合わせて限度額につきましては２０億４

５０万とさせていただきまして、補正前より４８２０万の減額でございます。以上で議案第

７４号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 
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●佐竹議長 

 番外、建設課長。 

●添谷建設課長 

 上程いただきました議案第７５号、令和元年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算第

３号について説明をいたします。補正の内容は、歳入歳出それぞれ１４７１万６０００円減

額し、歳入歳出予算の総額を２億１４３７万３０００円とするものでございます。歳入歳出

予算事項別明細書の方で、説明をいたしたいと思います。６ページの方をお願いいたします。

歳入でございます。２歳入、款１水道事業収益、項２営業外収益、目３雑収入、補正額１７

６０万円の減額ございます。国道３７５号支障移転補償費の減額によるものでございます。

款５繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、補正額２８８万４０００円の増額で

ございます。こちらにつきましては、平成３０年度消費税確定申告にあたりまして、不足分

を流用をいたしました関係上増額をさしていただくものでございます。７ページをお願い

いたします。歳出でございます。３歳出、款１上水道費、項１簡易水道事業費、目１簡易水

道事業費。補正額１４７１万６０００円の減額でございます。説明欄でございます。光熱水

費より消費税不足分を流用いたしました関係上３６４万６０００円の増額といたしており

ます。その下修繕費でございますが、浜原地区の漏水修理ということで、修繕費８９万１０

００の増額。その下になりますけども、固定資産台帳整備委託並びに国道３７５号支障移転

設計委託の減で、１１５万９０００円の減額でございます。工事請負費でございます。こち

ら国道３７５号支障移転工事費１８２４万円の減額でございます。以上が議案第７５号の

説明でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

続きまして、上程いただきました議案第７６号、令和元年度美郷町下水道事業特別会計補

正予算第３号につきまして、ご説明いたします。補正の内容は、歳入歳出それぞれ５５万２

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２億７９７５万７０００円とするものでござい

ます。歳入歳出決算事項別明細書で説明をいたします。７ページをお願いいたします。歳入

でございます。２歳入、款１下水道事業収益、項５公共下水営業外収益、目３雑収入、補正

額１０６６万５０００円の減額でございます。国道３７５号支障移転補償費の減額による

ものでございます。款４繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、補正額４０８万

３０００円の減額でございます。公共下水への繰入金５１６万１０００円の減。集落排水繰

入金１０７万３０００円の増額。それぞれ運転公債費分として補正をするものでございま

す。款６町債、項１町債、目１下水道債、補正額１５３０万円の増額でございます。こちら

は、農業集落排水遠方通報装置整備費に充当するものでございます。８ページをお願いいた

します。歳出でございます。３歳出、款１下水道費、項１公共下水道事業費、目１特定環境

保全公共下水道事業費、補正額１４８３万２０００円の減額でございます。国道３７５号支

障移転設計委託費３１万８０００円の減。同じく国道３７５号支障移転工事費の１４４８

万円の減額でございます。款１下水道費、項２農業集落排水施設事業費、目１農業集落排水

施設事業費１５３８万８０００円の増額でございます。こちらは栗原、乙原の処理場におき
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まして、約２０年間使用しておりました流量積算計が故障いたしました。処理場の運転管理

に支障が出ております。修繕では補助事業がございません。その為、修繕で行いますと約６

００万円の交換費用ということでございまして、こちらを一般財源から支出する形になり

ます。費用負担を軽減する必要があることから、起債事業の施設集中管理化事業を使いまし

て、また同時期に、同じ機種を導入しております都賀行、簗瀬処理場についても、同様に故

障する可能性が非常に高いため、４つの施設の遠方通報装置を整備する費用といたしまし

て１５３０万９０００円を増額するものでございます。戻っていただきまして、４ページを

お願いいたします。第２表地方債補正でございます。起債の目的は、農業集落排水事業債、

農業集落排水遠方通報装置整備のため１５３０万円の増額でございます。補正前の限度額

合計９９０万、補正後の限度額合計２５２０万円、１５３０万円の増額でございます。起債

の方法、利率、償還の方法については変更ございません。以上が議案第７６号の説明でござ

います。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

 番外、住民課長。 

●旭林住民課長 

 上程になりました議案第７７号、令和元年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算第３

号について説明をいたします。歳入歳出それぞれ１１万２０００円を追加いたしまして、歳

入歳出の総額をそれぞれ６億８４０９万３０００円とする補正予算でございます。主な内

容といたしましては、職員人件費等の改定が理由となってございます。それでは、６ページ

の方をお願いをいたします。まず歳入でございます。款１３繰入金、項２他会計繰入金、目

１一般会計繰入金。職員給与費等で１１万２０００円の繰入でございます。詳細につきまし

ては、続きます歳出のところでご説明をさせていただきます。続きまして、７ページをお願

いをいたします。歳出でございます。款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、補正

額１１万２０００円の増額でございます。説明欄にございますように、職員の給与、手当等

の改定による人件費の補正でございます。また、節１９負担金補助及び交付金、補正額５２

万３０００円の増額でございます。内容といたしましては、２０２１年度３月からのオンラ

イン資格確認の開始に伴いますシステム改修に係る負担金となってございます。なお、この

一部事務組合負担金につきましては、款１３予備費、項１予備費、目１予備費を５２万３０

００円減額し、充用するものでございます。以上で議案第７７号の説明を終わります。ご審

議のほどお願いをいたします。 

●佐竹議長 

 健康福祉課長。 

●松嶋健康福祉課長 

 上程いたしました議案第７８号、令和元年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補正予

算第２号についてご説明いたします。歳入歳出予算の補正につきましては、総額が歳入歳出

それぞれ１３３万５０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８１３３
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万２０００円とするものでございます。内容をご説明しますので７ページをごらんくださ

い。歳出としまして、款２医業費、項１医業費、目２医薬品衛生材料費。補正前の額３７２

万円、補正額１３３万５０００円。合計５０５万５０００円となります。内訳としましては、

節１１需用費としまして、医薬品衛生材料費、ワクチン代薬品代になりますけれども、１３

３万５０００円を増額するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

 住民課長。 

●旭林住民課長 

 上程になりました議案第７９号、令和元年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正予算第

３号について説明いたします。歳入歳出それぞれ２５万６０００円を追加し、歳入歳出の総

額をそれぞれ１億７４３４万５０００円とする補正予算で、職員人件費などの改定が補正

の理由となってございます。６ページをお願いをいたします。まず歳入でございます。款５

繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金。職員給与費等で２５万６０００円の繰入

でございます。詳細につきましては、続きます歳出のところでご説明をさせていただきます。

続きまして、７ページをお願いをいたします。歳出でございます。款１総務費、項１総務管

理費、目１一般管理費、補正額９万円の増額でございます。説明欄にございますように、職

員の給与、手当などの改定による人件費の補正となってございます。続いて、款２後期高齢

者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付金、目１保険料等負担金、補正額

１６万６０００円の増額でございます。これは後期高齢者医療広域連合への負担金納入額

の増額が見込まれるため、後期高齢者医療保険基盤安定負担金に係ります保険料等負担金

の補正となってございます。以上で議案第７９号の説明を終わります。ご審議のほどよろし

くお願いをいたします。 

●佐竹議長 

 続きまして、議案第８０号と議案第８１号の一般事件案２件について順次説明を求めま

す。 

●佐竹議長 

 番外、総務課長。 

●木川総務課長 

 上程いただきました議案第８０号、財産の取得についてご説明いたします。取得いたしま

す財産は、内水排除用エンジンポンプ５台で、取得金額は、９９５万５０００円でございま

す。内容につきましては、令和元年１１月２８日に指名競争入札を行い、指名業者は５社、

入札参加者は、山崎教具店、スエヒロ島根営業所、出雲ポンプ、吉谷、クマヒラセキュリテ

ィ松江支店以上の５社でございます。落札者は、松江市東朝日町２３３番地４、株式会社吉

谷、代表取締役長見秀男で、落札金額は消費税込みで９９５万５０００円。仮契約は、令和

元年１１月２９日に締結しております。納期限は本件議決日の翌日から起算して１１０日

目にあたります令和２年３月３０日でございます。この内水排除用エンジンポンプ５台は
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可搬式であり、平時は美郷町防災センターでの保管を予定しております。以上で議案第８０

号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

 産業振興課長。 

●永妻産業振興課長 

 上程いただきました議案第８１号、財産の取得についてご説明いたします。取得いたしま

す財産は、１０月３０日に設立された都賀西集落営農組合に対して整備します集落営農確

立事業により整備いたします共同利用農機具一式でございます。令和元年１１月２８日に

指名競争入札を行いました。入札参加者は、島根県農業協同組合島根邑智地区本部、ヤンマ

ーアグリジャパン株式会社赤来支店、株式会社イセキ中国大田営業所の３社でございます。

落札者は、島根県農業協同組合島根おおち地区本部で、落札金額は、消費税込みで１１１１

万円でございます。仮契約は、令和元年１１月２８日に締結しております。納入期限は、令

和２年３月２７日としております。購入の主な内容は、トラクター２４馬力１台、代掻きハ

ロー２．４メートル１台、乗用田植機５条１台、コンバイン２５馬力３条刈 1 台、籾搬送機

１台、乾燥機２１石２台、ブロードキャスター３００リットル１台、トレーラー１台でござ

います。以上議案第８１号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

 全議案の説明が終わりました。 

なお、議案に対する質疑は、５日に日程を取りますのでよろしくお願いします。 

以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

次の会議は５日の木曜日、定刻より開きます。 

本日はこれを持ちまして散会といたします。 

ご苦労様でした。 

（散  会  午  後 １時 ５４分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


